
岐阜県の時短要請解除に伴い通常の営業時間に戻ります 

 

平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 

岐阜県の営業時間短縮要請が７月４日をもって解除されましたので、以下のと

おり通常の営業時間に戻して営業いたします。 

 

７月９日（金）営業日より 

営業時間  １１：３０～２1：３０（ご入店２０：００まで） 

（当面、金、土、日曜日のみの営業となります） 

 

以上、よろしくお願い申し上げます。             

 

令和３年７月５日 潜龍 


